
土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第１１０条１項の規定による京都都

市計画（京都国際文化観光都市建設計画）都市計画事業京都市二条駅地区土地区画整

理事業の下記に記載する者に対する清算金通知は，送付すべき場所を確知することが

できないので，同法第１３３条第１項の規定により当該通知書の送付に代えてその内

容を別紙のとおり公告する。 

なお，徴収清算金の分割申請については，書類が到達したとみなす日から２週間受

付けます。 

  平成２５年８月８日  

京都市長 門川 大作 

 

通知を受けるべき者の住所及び氏名 

京都市中京区岩上通四条上る松浦町８４８番地 松本 豊弘 

 



（建設局都市整備部市街地整備課）


